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(5)歩道と車道との段差は、横断歩道部、タクシ－乗り場では2cm、バス停においては15cmを標準とする。

選定してもよい。(この場合、道路技術課と協議)

(3)歩道に設ける縁石の車道等に対する高さは15cmを標準とする。

(4)歩道等の有効幅員は2m以上確保し、横断勾配は2%以下を標準とする。ただし、透水性舗装を行った場合は1%以下とする。

(2)歩道面の高さは5センチメ－トルを標準とする。

(令和4年6月9日　国土交通省　道路局企画課)

「道路の移動円滑化に関するガイドライン」

(平成17年2月3日　国土交通省都街発第60号　国土交通省道企発第102号　国土交通省都市・地域整備局長通達）「歩道における段差及び勾配等に関する基準」

(6)詳細については、下記の通達等を参考にすること。

(1)セミフラット形式を標準として整備するものとする。ただし、沿道の状況等によりマウントアップ形式による整備が有利な場合は、その形式を

2. 歩道等の一般構造

「歩道等」という。)ならびに分離帯(交通島を含む。)において、通行に支障となる段差や勾配を解消し、誰もが利用しやすい構造とする必要がある。このため、本

基準は歩道等と車道とのすりつけ及び車両乗入れ部の一般的構造を定めるものとする。

1. 設計一般

高齢者、身体障害者その他の歩行者(車いす、乳母車を利用する物を含む。)及び自転車の安全かつ円滑な通行を確保するためには、歩道及び自転車歩行者道(以下

歩道等の構造基準

(平成23年8月　国土交通省　道路局企画課)

「道路の移動円滑化に関するガイドライン」の改定について

歩道幅員 歩道幅員有効幅員 W=2m以上



1．歩道等の一般構造



1．歩道等の一般構造



車両用防護柵等
車両用防護柵等

 車両用
防護柵等

 車両用
防護柵等

平成19年　10月

令和3年 　8月

歩道巻込み部は、歩行者保護のため、車道面の縁石を高くするとともに、

車両用防護柵等を設置する。

歩道巻込み部は、歩行者保護のため、車道面の縁石を高くするとともに、

車両用防護柵等を設置する。

1．歩道等の一般構造



平成19年  10月

車両用防護柵等

令和２年　11月

 車両用
防護柵等

平成19年  10月

令和3年　 6月

平成19年　10月

令和3年　 8月

歩道巻込み部は歩行者保護のため、車道面の縁石を高くするとともに

横断歩道間の弧の長さが1m以上の場合、車両用防護柵等を設置し、

弧の長さが１ｍ未満の場合は、耐衝撃性のボラード等を設置する。

1．歩道等の一般構造
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1．歩道等の一般構造



2.

2．視覚障害者誘導用ブロック設置方法



　　視覚障害者誘導用ブロック設置方法2．



平成19年 10月

車両用防護柵等を
設置する。

車両用防護柵等を設置する。

令和２年　11月

平成19年  10月

令和3年　 6月

平成19年　10月

令和3年　 8月

歩道巻込み部の横断歩道間は、点状ブロックを設置する。

　　視覚障害者誘導用ブロック設置方法2．



接触しないように回避させるためのものである。

Aの点状ブロックは、　 方向から歩いて来た視覚障害者が横断歩道橋の橋脚等に

車　道
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1.4 横断歩道橋の昇降部

7
0
0

踊り場の踏み込み幅が1.2m以下の場合、点状ブロックは設置しない。注2.
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(分離帯幅員W=2.5m以上の場合)

W   : 30cm程度1
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 1. 連続誘導をしない場合 4/5

 視覚障害者誘導用ブロック設置方法

1.5.2 踏切道手前

踏切部

車道

歩道

L

ｂ

： 60㎝程度L

（路上施設や占用物件の設置状況などによって、この値とすることが

適切でない場合は、この限りでない）

： 点状ブロックへ誘導するために必要な長さを設けるものとする。b

踊り場の踏み幅
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　　視覚障害者誘導用ブロック設置方法2．
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平成19年　10月
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注4.

連続誘導用の線状ブロックを、やむを得ず曲げる必要がある場合は、2.5を参照する。

注6.

注7.

　　視覚障害者誘導用ブロック設置方法2．

W2は2.1.2を参照する。

    歩道幅員W=4.0m以上の場合は、別途検討する。

注5.  

連続誘導用の線状ブロックを、やむを得ず曲げる必要がある場合は、2.5を参照する。
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